
日本小児感染症学会認定指導医（専門医）制度規則 
 

令和２年７月 15 日制定 
令和 4 年 2 月 17 日改訂 
令和 4 年 8 月 22 日改訂 
令和 6 年 8 月 26 日改訂 

 
第 1 章 総則 
 
第 1 条 
この制度は、小児感染症およびそれに関連する小児の免疫に関する臨床医学の健全な発展
普及を促し、 小児に対する優れた総合診療能力を土台としながら、小児感染症診療の知識
と実践に優れた医師を育成する。そして、小児専門医療施設や大学病院などで，小児感染症
の専門家として活動し、日本における小児科領域の感染症診療水準の向上を目指す。 
 
第 2 条 
前条の目的を達成するために、日本小児感染症学会は日本小児感染症学会認定指導医（専門
医）(以下「専門医」という)を認定する。 
 
第 3 条  
本制度の維持と運営は小児感染症専門医検討委員会(以下専門医委員会という)があたる。 
 
第 4 条  
専門医委員会は、業務運営に必要な各種ワーキンググループ編成することができる。 
 
第 2 章 専門医の資格 
 
第 5 条  
専門医の認定を申請できる者は次の各項を満たす者とする。 
1) 日本小児科学会専門医に認定されている者  
2) 日本小児感染症学会会員歴３年以上、会費を完納していること  
3) 研修施設（群）で別の規定に定める教育研修プログラムで３年以上の研修を受けた者、
あるいは、暫定指導医の資格を有する者あるいは有していた者、あるいは海外において小児
感染症専門医の資格を有する者（海外の施設における研修終了証明書および小児感染症専
門医資格証明書を委員会に提出し、事前に委員会で受験資格の有無を審査する） 



4）日本小児感染症学会専門医試験に合格すること 
第 3 章 研修施設および連携施設の要件 
 
第 6 条 
教育研修プログラムを実施し、研修施設の認定を申請できる施設は次の各項を満たすもの
とする。 
1) 専門医が１名以上常勤医として勤務すること 
2) 小児専門医療施設では、感染症科あるいはそれに準じる科を標榜している。小児専門医
療施設以外では、感染症グループまたは感染制御部が存在し、小児感染症を主に診療する体
制（感染管理だけでなく小児感染症の診療を行っていること）があること 
3) 感染制御チーム（ICT, Infection Control Team）および抗菌薬の管理プログラム（ASP, 
Antimicrobial Stewardship Program）が施設内に存在し機能していること 
4) 病院内に微生物検査室が存在していること 
5) 小児感染症を診療する外来診療が存在していること 
6) 小児感染症科、または感染症グループ、または感染制御部が院内の予防接種業務につい
て統括的な役割を果たしていること（基礎疾患のある児への予防接種など） 
7) 平日に定期的な小児感染症チームによる回診が原則、毎日行われていること 
8) 小児感染症に関連する講義、抄読会などが定期的に行われている教育プログラムがある
こと 
 
第７条  
連携施設の認定を申請できる施設は次の各項を満たすものとする。 
1) 小児感染症認定医が１名以上常勤医として勤務すること. 
2) 研修施設と連携し、症例などを共有すること 
3) 感染制御チームが施設内に存在していること 
4) 病院内に微生物検査室が存在していること 
 
第８条  
研修施設群の構成要件は各項を満たすものとする。 
1) 単施設、または複数の研修施設および連携施設による病院群の研修プログラムをもつこ
と 
2) 病院(群)におけるのべ年間小児入院患者数（小児内科・外科系を含む）が 20,000 例以上
（のべ年間入院患者数は、1 日あたりの平均在院患者数×365 日として計算すること） 
3) 病院(群)における細則に規定する小児感染症のコンサルテーション件数が年間 300 例以
上 
 



 
第 4 章 研修施設資格の更新  
 
第 9 条 
専門医委員会は，認定を受けてから 5 年を経たときに，前条第６条、第７条及び第８条の要
件を満たした施設について，提出された施設更新申請書に基づき認定更新の審査を行い，研
修施設資格を更新する. なお、認定期間中に研修の受け入れが全くない場合，更新が認めら
れないことがある.  
 
 
第 5 章 専門医認定の方法 
 
第 10 条  
専門医試験の受験を希望する者は、書面で試験申請を行う。申請方法については細則 1 に
定める。 
 
第 11 条 
専門医委員会は有資格者(第 5 条 1)~3)の項目を充たす者)を対象に専門医試験を実施し、
評価を行う。実施方法については細則 2 に定める。 
 
第 12 条  
専門医委員会は専門医試験結果を総合的に評価し、認定試験の合否を理事会に報告する。 
 
第 13 条  
日本小児感染症学会は合格者に対し認定証を交付する。 
 
第 14 条 
認定期間は５年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて専門医を呼称することは
出来ない。 
 
第 6 章 専門医資格の更新 
 
第 15 条 
専門医委員会は、認定を受けてから５年を経たときに、専門医委員会の定める要件（細則 3）
を満たした者について、認定更新の審査を行い、専門医資格を更新する。認定更新手続きに
ついては細則 4 に定める。 



 
第 7 章 専門医資格の喪失 
 
第 16 条  
専門医は次の事由により、その資格を喪失する。 
1)正当な理由を付して、専門医としての資格を辞退したとき  
2)日本小児感染症学会会員の資格を喪失した時 
3)申請書類に虚偽が認められた時。 
4)所定の期日までに認定更新を申請しなかった時。 
但し、留学や健康上、その他の事由により更新条件を満たせなかった場合は、その期間を除
外する。詳細については細則 5 に定める。  
5)専門医としてふさわしくない行為のあった者。 
 
第 8 章 本制度の運営 
 
第 17 条  
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に定める。 
 
第 9 章 規則の施行、改廃 
 
第 18 条  
この規則の改廃は専門医委員会の議を経て、日本小児感染症学会理事会代議員会で決定す
る。 
 
第 19 条 
この規則は令和２年７月 15 日から施行する。 
 
附則 
 1 本制度による専門医試験は令和２年度から実施する。 
   
 
 
 
 
 
 



日本小児感染症学会認定指導医（専門医）制度施行細則 
令和２年７月 15 日制定 
令和 6 年 8 月 26 日改訂 

令和 6 年 12 月 23 日改訂 
                               令和 7 年 3 月 3 日改定 
 
細則 1 専門医試験の申請 
 
専門医試験の受験を希望する者は、次の各項に定める書類を専門医委員会に提出する。 
暫定指導医の資格を有する者あるいは有していた者または委員会において審査を受けた海
外において小児感染症専門医の資格を有する者の場合には、4）〜9）の提出は必要ない。 
1)受験願書 
2)受験票 
3)日本小児科学会専門医認定証の写し 
4)小児感染症研修証明書 
5)50 症例の症例要約（領域別） 
6)病院感染対策活動実績証明書 
7)コンサルテーションログブック 
8)感染症に関する論文の提出：1)筆頭著者であること 2)査読制度*があること 
（1 編以上、論文の 1 頁目および 2 頁目のコピーを提出) 
 
*英文、邦文どちらも可だが、邦文の場合は学会誌に限り、商業誌は不可とする。英文の場
合は Open access journal は不可となる場合がある。注 1 に申請要件を満たす雑誌のリスト
を掲載している。Open access journal 含め、このリストにない雑誌に掲載された論文での
申請を希望する場合は、事前に専門医検討委員会まで確認すること。 
 
申請に認められる論文の基準としては原著論文（Original article）またはそれに類する分類
のものを基本とする。系統レビューやメタアナリシス（Systematic review, meta-analysis）
も可とする。短報（Brief report や short communication など）の場合、症例対照研究やコ
ホート研究などであれば可とする場合がある。症例報告（Case report）、総説（review）な
どは原則不可とするが、例外として、著者が免疫不全症の原因検索を行い、遺伝子異常を発
見し、臨床と研究が一体となった報告の場合は可とすることがある。症例集積研究（Case 
series）の場合、原著論文またはそれに類する分類に掲載されたものは可とするが、症例報
告（Case report）の分類として掲載されたものは不可とする。論文が受験資格に該当するか
悩ましい場合は、事前に専門医検討委員会に提出し、判断を仰ぐこと。 
 



注 1.申請条件を満たす主な医学誌のリスト 
邦文：小児感染免疫、感染症学会雑誌、環境感染症学会雑誌、日本小児科学会雑誌など 
英文： 
小児感染症領域: Pediatric Infectious Disease Journal (PIDJ)、Journal of Pediatric Infectious 
Disease Society (JPIDS)など 
感染症全般: Journal of Infection and Chemotherapy (JIC)International Journal of Infectious 
Diseases (IJID), Journal of Infectious Disease (JID)、Clinical Infectious Diseases (CID)、
Open Forum Infectious Diseases (OFID), Japanese Journal of Infectious Diseases (JJID)な
ど 
ウイルス感染症: Journal of Clinical Virology, Journal of Medical Virology など 
予防接種: Vaccine など 
感染症診断: Journal of Clinical Microbiology (JCM）など 
新興・再興感染症: Emerging Infectious Diseases (EID)、Eurosurveillance など 
抗微生物薬: Antimicrobial Agents and Chemotherapy (AAC)、Journal of Antimicrobial and 
Chemotherapy （JAC）など 
小児科全般: Pediatric International, Pediatrics, Journal of Pediatrics など 
 
9)感染症に関する学会での筆頭演者としての発表（2 回以上）がわかるプログラムまたは抄
録のコピー 
10)受験料（郵便または銀行の払込用紙のコピー） 
11) 小児感染症暫定指導医認定証（暫定指導医の場合） 
 
細則 2 専門医試験の実施 
 
1)有資格者に対して専門医の試験を行う。 
2)問題作成は専門医委員会が作成する。 
3)出題問題数は 150 題であり、正解選択肢 1 択式あるいは正解選択肢 2 択式の問題形式と
する。 
 
細則 3 専門医更新の要件 
 
日本小児感染症学会専門医は認定を受けてから 5 年後、以下の 4 条件を満たしている場合、
専門医資格の更新を申請することができる。 
1) 日本小児感染症学会会員および日本小児科学会学会会員であること 
2) 小児専門医療施設や大学病院などに所属していること* 
3) 感染症関連の活動記録を提出すること 



4) 5 年間で研修単位数 70 単位以上を取得していること 
 
*これらに所属しながら、小児科入院病床のある総合病院などに勤務している場合や大学院
で研究を主に行っている場合（いずれ臨床に復帰予定）は更新可能である。それ以外の場合
は専門医検討委員会に申し出ていただき、可否について専門医検討委員会で検討する。また、
一定の期間更新要件を満たせない（出産・育児・病気・留学等）の場合は細則５に定める通
り、更新期間の延⻑を申し出ることも可能である 
 
なお、70 単位のうち必須基本単位は以下の通りとする。 
(1) 日本小児感染症学会総会・学術集会に 5 年間のうち 1 回以上の参加 
(2) 必須の感染症診療・活動のいずれかを行っていること 
(3) 筆頭著者あるいは共著者として査読制度のある学会誌等への小児感染症の領域の論 
文掲載（総説を含む）を３回以上掲載していること 
(4)筆頭演者として感染症関連の内容の発表（シンポジウムなどを含む）1 回以上 
 
単位取得になる企画は次の通りである（単位取得の対象となる学会の開催時期、論文の出版
時期は、申請者の認定医認定期間内に開催、出版されたものが対象となる）。 
 

日本小児感染症学会総会・学術集会出席 10 

同 筆頭演者 5 

同 共同演者 3 

小児感染免疫 論文筆頭著者 10 

同 共著者 5 

本会が指定した学会 1)2)の年次集会出席 3 

同 筆頭演者 5 

同 共同演者 3 

学会誌等への論文掲載 筆頭著者 3) 5 

同 共著者 3 

小児感染症学会主催の教育セミナー4)の講師 5 

同 参加者 3 

その他の単位取得該当集会 5)への出席 3 

同集会での感染症関連の内容の発表の筆頭演者 6) 5 

5 年間，感染症診療・学術活動に貢献したことの証明書 7) 10〜30 

 



1) 日本小児感染症学会総会・学術集会 
2) 関連学会:日本医学会総会、日本感染症学会、日本医真菌学会、日本ウイルス学会、 
日本衛生動物学会、日本化学療法学会、日本寄生虫学会、日本結核病学会、日本呼吸器学会、
日本細菌学会、日本熱帯医学会、日本ハンセン病学会、日本アレルギー学会、日本周産期・
新生児学会、日本臨床ウイルス学会、日本ワクチン学会、日本環境感染学会、日本臨床微生
物学会、アジア小児感染 症学会、国際小児科学会など感染症に関連する国際学会 
3) 上記学会誌およびその他査読制度が確立している内外の学術誌で、感染症に関連する論
文掲載 
4) ベーシックコース、ハイレベルコース、インタラクティブセミナー、AMR セミナー、敗
血症セミナー、臨床微生物セミナー 
5) 都道府県小児科医会、都道府県小児保健協会、地域または一般都市規模の小児科関連の
研修集会、日本学校保健学会、日本思春期学会、小児保健セミナー、日本小児科医会生涯研
修セミナー。日本医師会生涯教育制度(5 年毎の単位と個別の医師会主催の講演会など) 
6) 上記学会誌および、その他査読制度が確立している内外の学術誌で、感染症に関する論
文掲載 
7) 感染症診療、院内感染対策、地域感染対策、予防接種を通じ、申請者が感染症の診療や
学術活動に貢献していることを証明するもの（日本小児感染症学会代議員、所属施設⻑、地
区医師会⻑、保健所⻑等が証明書発行者となる）(合計 10~30 単位) 
【①〜③のいずれかは必須（重複は認めない）：10 単位】 
①小児感染症の診療、または行政活動 
②学校医・園医 
③予防接種 
【④〜⑦はそれぞれ活動があれば５単位】 
④所属施設の院内感染症対策(ICD, ICT) 
⑤医師会や小児科医会における感染対策活動 
⑥医学生・研修医に対する小児感染症教育 
⑦一般市⺠への小児感染症に関する啓発活動 
 
細則 4 専門医認定更新の手続き 
 
申請期間までに以下の書類を専門医委員会に提出する。 
1 認定資格更新申請書 
2 単位取得を確認する書類 
1) 所定用紙に貼付した、学術集会や教育委員会主催のセミナーに参加したことを証明する
書類  
2) 申請講演演者がわかるプログラムまたは抄録のコピー  



3) 申請論文掲載誌の論文のコピー(論文の 1 頁目および 2 頁目)  
4) 5 年間に感染症診療・学術活動に貢献したことの証明書 
3 日本小児科学会学会の専門医認定証のコピーまたは証明書 
4 更新申請料（30,000 円）払い込み用紙のコピー 
 
細則 5 その他 
以下の事由により、更新申請ができない場合はその理由、希望延期期間を記載した更新延期
願いを専門医検討委員会に申し出ること 
1) 留学・海外勤務 
2) 病気療養 
3) 出産・育児 
4) 災害(被災・被災支援等) 
5) その他(更新点数不足等) 


